
 
 
 

資料 ３－７ 

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 
 
 
 
1. 会計基準 
 
財団法人の四半期決算に関する一般に公正妥当と認められた会計基準はないため、年度決算に 
関する一般に公正妥当と認められた公益法人会計の基準に準拠して作成している。 
尚前事業年度から、「公益法人会計基準」（平成 16 年 10 月 14 日 公益法人等の指導監督等に 
関する関係省庁連絡会議申し合わせ）を採用している。 

 
 
2. 重要な会計方針 
 

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法 
 

満期保有目的の債券  償却原価法（定額法）によっている。 
 

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
 

貯蔵品  最終仕入原価法によっている。 
 

（3） 固定資産の減価償却の方法 
 

定額法によっている。 
 

（4） 引当金の計上基準 
 

貸倒引当金     一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の 
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を 
計上している。 

 
賞与引当金   従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち 

当期に帰属する負担額を計上している。 
 
退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付債務の見込 

額に基づき計上している。 
 

（5） リース取引の処理方法 
 

ファイナンス・リース取引の会計処理 
 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース 
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

 
 
 
 

 



 
 
 

（6） 消費税等の会計処理 
 

消費税等の会計処理は税込方式によっている。 
四半期末における消費税等の計算については資金管理料金特別会計、再資源化預託金 
等特別会計、承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計を独立の納税主体とみなし 
て計算している。 

 
3. 特定資産の増減額及びその残高 

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 
 

 
. 特定資産の財源等の内訳 

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

資金管理料金特別会計 （単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産
退職給付引当資産 13,608,331 1,222,509 - 14,830,840

13,608,331 1,222,509 - 14,830,840
13,608,331 1,222,509 - 14,830,840

科　　　目

小　　　計
合　　　計

 
再資源化預託金等特別会計 （単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

再資源化預託金等特定資産 689,185,647,328 36,218,061,780 7,809,795,702 717,593,913,406

689,185,647,328 36,218,061,780 7,809,795,702 717,593,913,406

689,185,647,328 36,218,061,780 7,809,795,702 717,593,913,406

小　　　計

合　　　計

科　　　目

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計 （単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

- 109,999,828 109,999,828 -

- 109,999,828 109,999,828 -

- 109,999,828 109,999,828 -

科　　　目

特定再資源化預託金等特定資産

小　　　計

合　　　計
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資金管理料金特別会計 （単位：円）
（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に

科　　　目 当期末残高
  からの充当額）   からの充当額）  　対応する額）

特定資産
退職給付引当資産 14,830,840 - (9,176,460) (5,654,380)

14,830,840 - (9,176,460) (5,654,380)
14,830,840 - (9,176,460) (5,654,380)

再資源化預託金等特別会計 （単位：円）
（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に

  からの充当額） 　からの充当額）    対応する額）

特定資産
再資源化預託金等特定資産 717,593,913,406 - - (717,593,913,406)

717,593,913,406 - - (717,593,913,406)
717,593,913,406 - - (717,593,913,406)

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計 （単位：円）
（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に

　からの充当額） 　からの充当額） 　　対応する額）

特定資産
- - - -
- - - -
- - - -

当期末残高

科　　　目 当期末残高

小　　　計
合　　　計

小　　　計
合　　　計

科　　　目

特定再資源化預託金等特定資産

小　　　計
合　　　計

 



 
 
 

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 

 
（単位：円）

科      目 帳簿価額 時     価 評価損益
国債
　利付国庫債券(10年)第284回 22,572,100,332 22,241,065,000 △ 331,035,332
　利付国庫債券(5年)第35回 16,934,929,032 16,755,468,000 △ 179,461,032
　利付国庫債券(10年)第254回 15,840,103,608 15,799,719,000 △ 40,384,608
　その他の国債(76銘柄) 493,016,792,419 487,190,462,000 △ 5,826,330,419

小     計 (79銘柄） 548,363,925,391 541,986,714,000 △ 6,377,211,391

地方債
　愛知県平成19年第1回 1,101,254,190 1,082,180,000 △ 19,074,190
　千葉市平成19年第1回 998,335,267 984,700,000 △ 13,635,267
　その他の地方債(194銘柄） 42,054,024,745 41,597,343,295 △ 456,681,450

小     計 (196銘柄) 44,153,614,202 43,664,223,295 △ 489,390,907

政府保証債
　首都高速道路第196回 1,530,096,389 1,543,528,700 13,432,311
　日本高速保有・債務返済機構第11回 1,489,443,982 1,487,850,000 △ 1,593,982
　その他の政府保証債(138銘柄） 57,024,378,466 56,395,505,000 △ 628,873,466

小     計 (140銘柄) 60,043,918,837 59,426,883,700 △ 617,035,137

その他の有価証券(204銘柄） 58,108,085,046 57,392,250,000 △ 715,835,046
合     計 (619銘柄) 710,669,543,476 702,470,070,995 △ 8,199,472,481

 
（注）当財団にて購入・運用している国債等の債券は、満期時に債券額面による償還を受け

ることを予定していることから、満期保有目的の債券としての会計処理である償却原価法（定

額法）により評価している。上記表に記載した「評価損益」は、期末時点の償却原価法にも

とづく帳簿価額と時価との差額であり、満期時に債券額面による償還を受ける場合に見込ま

れる損益を示すものではない。 
 
 
6. リース取引関係 
 

（1） ファイナンス・リース取引関係 
 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

（単位：円）
什器備品 ソフトウェア

375,914,610 2,700,062

307,578,965

68,335,645

1,173,186

1,526,876

 取得価額相当額

 減価償却累計額相当額

 期末残高相当額

合　　計

490,822,716

401,811,156

89,011,560

建物付属設備

112,208,044

93,059,005

19,149,039

 
② 未経過リース料期末残高相当額 

 
（単位：円）

1年超 合　計1年以内

89,504,391未経過リース料期末残高相当額 6,657,087 96,161,478

 



 
 
 

 
③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

（単位：円）
支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

39,048,619

35,690,681

1,914,296

 
④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。 

 
⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額と取得価額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法によっている。 
 

（2） オペレーティング・リース取引関係 
 

未経過リース料 

 

. 退職給付関係 

（1） 採用している退職給付制度の概要 
 

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。 
 

（2） 退職給付債務及びその内訳 

 
（3） 退職給付費用に関する事項 

 
（4） 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を退職給付債務としている。 

 

（単位：円）

（単位：円）

未経過リース料

1年以内 1年超 合　計

0 0 0
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△ 5,654,380

△ 5,654,380②退職給付引当金

①退職給付債務

（単位：円）

648,980

648,980②退職給付費用

①勤務費用

 


